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調査手法の見直しについて 

調 査 名 2013 年 2018 年（案） 備   考 

海
面
漁
業
調
査 

漁業経営体調査 

統計調査員が、調査票を配布、

回収する自計調査の方法。 

ただし、報告者が希望した場合、

調査員による面接聞き取り。 

 

調査票の配布は、統計調査員、回収は

統計調査員またはオンライン（政府統計

共同利用システム）とする自計調査の方

法。 

 ただし、報告者が希望した場合、調査員

が面接聞き取り。 

オンライン調査の導入は、報告

者の回答の選択肢を増やし、利

便性を高め、調査協力を向上さ

せるため。 

 

海面漁業地域調査 

統計調査員が、調査票を配布、

回収する自計調査の方法。 

ただし、報告者が希望した場合、

調査員による面接聞き取り。 

調査票の 配布・回収は、郵送又はオン

ライン（電子メール）とする自計調査の方

法。 

 

調査対象が漁業協同組合のみ

であり、協力度合いも高いことか

ら、効率的な調査手法に変更す

る。 

内
水
面
漁
業
調
査 

内水面漁業経営体調

査 

統計調査員が、調査票を配布、

回収する自計調査の方法。 

ただし、報告者が希望した場合、

調査員による面接聞き取り。 

 

 

 

 

調査票の配布は、統計調査員、回収は

統計調査員またはオンライン（政府統計

共同利用システム）とする自計調査の方

法。 

ただし、報告者が希望した場合、調査

員が面接聞き取り。 

なお、地方農政局長等の判断により、

配布は郵送、回収は郵送又は職員による

方法も選択可能。 

オンライン調査の導入は、報告

者の回答の選択肢を増やし、利

便性を高め、調査協力を向上さ

せるため。調査方法の選択は、

調査対象が１経営体しかない市

町村が全国で約４割あり、地域の

実情にあわせ効率的に調査を行

うため。 

＊1報告者が自宅や職場のパソコンからインターネット回線を経由して、電子調査票を回答できるシステム。 

＊2公的機関等を対象、報告者数が少ない調査に、電子メールで電子調査票を配布、回収。 
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調 査 名 2013 年 2018 年（案） 備   考 

内
水
面
漁
業
調
査 

内水面漁業地域調査 

統計調査員が、調査票を配布、

回収する自計調査の方法。 

ただし、報告者が希望した場合、

調査員による面接聞き取り。 

調査票の配布・回収は、郵送又はオ

ンライン（電子メール）とする自計調査

の方法。 

 

調査対象が漁業協同組合のみで

あり、協力度合いも高いことから、効

率的な調査手法に変更する。 

 

流
通
加
工
調
査 

魚市場調査 

調査票の配布は、統計調査員、

回収は統計調査員またはオンライン

（政府統計共同利用システム）とす

る自計調査の方法。 

調査票の配布・回収は、郵送又はオ

ンライン（電子メール）とする自計調査

の方法。 

 

調査対象が魚市場のみであり、

協力度合いも高いことから、効率的

な調査手法に変更する。 

 

冷凍・冷蔵、水産加工

場調査 

調査票の配布は、統計調査員、

回収は統計調査員またはオンライン

（政府統計共同利用システム）とす

る自計調査の方法。 

2013 年と同様。 
 

 


